
「電納 ASPer」サービス契約約款改正新旧対照表 

現 行 改正案 

第１0条（申込の拒絶） 

当社は次の各号に該当する場合には、本サービス

の利用の申込を承諾しないことがあります。 

（１）～（７）略 

２．前項の規定により、当社が本サービスの利用の

申込を拒絶したときは、利用申込者に対し、書面を

もってその旨を通知します。 

第 23 条（サービスの廃止） 

当社は、都合により本サービスの一部ないしは全

部を廃止することがあります。 

２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止する

ときは、契約者に対し、廃止する日の９０日前まで

に、その旨を書面にて通知します。 

 

第１0条（申込の拒絶） 

当社は次の各号に該当する場合には、本サービス

の利用の申込を承諾しないことがあります。 

（１）～（７）略 

２．前項の規定により、当社が本サービスの利用の

申込を拒絶したときは、利用申込者に対し、その旨

を書面または電子メールにて通知します。 

第 23 条（サービスの廃止） 

当社は、都合により本サービスの一部ないしは全

部を廃止することがあります。 

２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止する

ときは、契約者に対し、廃止する日の９０日前まで

に、その旨を書面または電子メールにて通知しま

す。 

         

「電納 ASPer データ保管」サービス契約約款改正新旧対照表 

         現 行      改正案 

第１0条（申込の拒絶） 

当社は次の各号に該当する場合には、本サービス

の利用の申込を承諾しないことがあります。 

（１）～（７）略 

２．前項の規定により、当社が本サービスの利用の

申込を拒絶したときは、利用申込者に対し、書面を

もってその旨を通知します。 

第 23 条（サービスの廃止） 

当社は、都合により本サービスの一部ないしは全

部を廃止することがあります。 

２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止する

ときは、契約者に対し、廃止する日の９０日前まで

に、その旨を書面にて通知します。 

 

第１0条（申込の拒絶） 

当社は次の各号に該当する場合には、本サービス

の利用の申込を承諾しないことがあります。 

（１）～（７）略 

２．前項の規定により、当社が本サービスの利用の

申込を拒絶したときは、利用申込者に対し、その旨

を書面または電子メールにて通知します。 

第 23 条（サービスの廃止） 

当社は、都合により本サービスの一部ないしは全

部を廃止することがあります。 

２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止する

ときは、契約者に対し、廃止する日の９０日前まで

に、その旨を書面または電子メールにて通知しま

す。 

 


